
令和７年度 入札制度の変更について 

 

令和７年４月１日以降に大竹市が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント等業務の請負

契約に関する入札制度を次のとおり改正します。 

 

【建設工事】 

令和７年３月 31日まで 

設計金額 入札方法 

１億 5,000万円以上 条件付一般競争入札（事前審査型） 

2,000万円以上 １億 5,000万円未満 条件付一般競争入札（事後審査型） 

130万円超 2,000万円未満 指名競争入札（原則） 広く業者を募る必要があるもの 

 

令和７年４月１日から 

設計金額 入札方法 

１億 5,000万円以上 条件付一般競争入札（事前審査型） 

2,000万円以上 １億 5,000万円未満 条件付一般競争入札（事後審査型） 

200万円超 2,000万円未満 指名競争入札（原則） 広く業者を募る必要があるもの 

 

【測量、建設コンサルタント等業務】 

令和７年３月 31日まで 

設計金額 入札方法 

1,000万円以上 条件付一般競争入札（事後審査型） 

50万円超 1,000万円未満 指名競争入札（原則） 広く業者を募る必要があるもの 

 

令和７年３月 31日まで 

設計金額 入札方法 

1,000万円以上 条件付一般競争入札（事後審査型） 

100万円超 1,000万円未満 指名競争入札（原則） 広く業者を募る必要があるもの 

 

 

 

【問い合わせ】 

大竹市建設部監理課契約係 

℡ 0827-59-2160（直通） 


